
論文投稿規程 

   

昭和６１年 １月３０日 制定  

昭和６３年１２月 ６日 改定  

平成 元年１０月 ６日 改定  

平成 ５年 ９月１５日 改定  

平成 ７年 ９月１９日 改定  

平成１０年 １月２９日 改定  

平成１０年１１月３０日 改定  

平成１１年 ４月１３日 改定  

平成１６年 ９月２９日 改定  

平成１９年 １月２２日 改定  

平成２３年 １月２８日 改定  

平成２５年 １月 １日 改定 

平成３０（２０１８）年 １月 １日 改定 

２０２０年 ８月１８日 改定 

２０２１年１１月１８日 改定 

２０２３年１１月１４日 改定 

 

 

1. 日本フルードパワーシステム学会論文集（以下、和文論文集）に掲載を希望する研究論文、技術論文、

速報（以下、論文等）および誌上討論の記述は和文のみとし、投稿後の論文審査フローについては論文

投稿運用細則として別途定める。また、英文論文集 JFPS International Journal of Fluid Power への

投稿規定（以下、英文論文集）も別途定める。 

2. 論文等の投稿および誌上討論の連絡先著者（corresponding author）は会員に限る。 

3. 研究論文は、本学会が取り扱う工学・技術分野に関連した内容を有し、独創的で工学上の有用性に富む

研究、あるいは工業的有用性、技術的新規性に富む研究の原著であり、一般に公表されている定期刊行

物*1 に未投稿*2 のものに限る。刷り上がり 8 ページ以内を原則とし、最大でも 12 ページとする。 

4. 技術論文は、本学会が取り扱う工学・技術分野に関連した内容を有し、特に実用性や有用性に富み研究・

開発・設計・生産に寄与するもので、一般に公表されている定期刊行物*1 に未投稿*2 のものに限る。刷

り上がり 4 ページ以内を原則とする。 

5. 速報は、有用性に富む独創的な研究や技術が完成に至る以前に要点を発表するもので、2 ページ以内を

原則とする。 

6. 掲載された論文等に対する会員からの討論は誌上討論として、これに対する著者の回答と共に掲載する。

受付は論文等の掲載後 6 ヶ月以内とし、匿名は認めない。質問および回答はそれぞれ刷り上がり 1 ペー

ジ以内とする。ただし、採否は論文集委員会で決定する。 



7. 著者および共著者は、原稿に記載された内容に関して利益相反となる個人、組織、企業、機関あるいは

団体がある場合、説明責任と公明性を重視して、原稿において利益相反についての情報を明記しなけれ

ばならない。 

8. 論文等の投稿原稿は、執筆要綱に従い、学会ホームページに掲示された最新の和文サンプル原稿をダウ

ンロードして作成する。 

9. 論文等の投稿は、電子投稿により行う。 

10. 和文論文集に掲載された論文等について、著者は最終校正作業後の仕上がりページ数に応じて別表に

定める掲載料を支払うものとする。 

11. 和文論文集に掲載された論文等の著作権は、原則として学会に帰属する。ただし、著者がその一部を引

用し、またはその全文を翻訳することを妨げない。 

12. 和文論文集に掲載された論文は、その掲載日から 6 ヶ月以内であれば英文論文集に投稿できる。その

場合、著者は学会ホームページに掲示された Writing Guidelines に従い、Manuscript Template をダ

ウンロードして作成した英文原稿を学会に投稿する。投稿された英文原稿の内容が、①もとの和文論文

等と同等であること、②英文が十分推敲されていること、③英文論文集のフォーマットに適合している

こと、の三点が論文集委員会で確認され掲載可と判断された場合、もとの和文論文がオリジナルである

ことが明記された上で英文論文集に掲載される（ただし、原則、8 頁以下とする）。英文論文集への掲

載料は海外からの投稿も含めて 50,000 円とする（消費税込、送金手数料別）。 

13. 本学会の国際シンポジウム等で発表された論文のうち、優秀と認められる論文（以下、特別投稿論文）

は英文論文集への投稿を推薦する。特別投稿論文の取り扱いについては論文投稿運用細則で別途定め、

掲載料は無料とすることができる。 

14. 投稿後の連名者の変更は、これを認めない。 

15. 著者は「修正後掲載可」または「修正後判定」の査読結果に対して、これが示された日から 6 ヵ月以内

に回答書および修正論文を提出する。これがなされなかった場合には、投稿を取消すものとする。 

 

*1 定期刊行物とは、所定の手続きに従って校閲を受けて論文が掲載される学協会の定期刊行物および市販

の学術雑誌類であって、大学、公的研究機関、企業などが発行する紀要、所報、技報などの刊行物は

含まない。 

*2 他の刊行物への投稿日が、当学会論文集の投稿日と同日あるいはそれより早い場合は既投稿と見なす。  

 

別表 掲載料（和文論文集。単位は円。消費税別、送金手数料別）*3 

頁数 

(部数) 

速報 *4 

2 頁以下 

技術論文 

4 頁以下 

技術論文 

6 頁以下 

研究論文 

8 頁以下 

研究論文 

9～10 頁 

研究論文 

11～12 頁 

掲載料 ——— 10,000 15,000 45,000 50,000 55,000 

 

*3 改定時に見直す。 

*4 速報の掲載料は無料とする。 



 
付 則 

この規程の改定は、2023 年度第 4 回理事会で承認され、2023 年 11 月 14 日から適用する。 

 


